
                  

 ◎法律等が改正された場合は、改正後の制度で計算します。 

 

(1)   (2)                 (3)      (4) 
 
                  ＝       −       ＋        

   −   ＝   ×                               ＋        ＝ 

                  ＝       −       ＋          

 
(1)総 所 得 金 額  所得税法などの規定によって計算された前年の所得金額 
(2)所 得 控 除 額  総所得金額から差し引かれる金額 
(3)税額控除前所得割額  課税総所得金額×税率 
(4)税額控除額等    調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、 

寄附金税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額 
の控除等 

○調整控除 
町・県民税と所得税では、人的控除額（基礎控除額、配偶者控除額及び扶

養控除額等）に差があります。この差によって生じる負担増を調整するため、
町・県民税所得割額から下表の額が控除されます。 

 
 
 
 
 
 

 
○寄附金税額控除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住宅借入金等特別税額控除 
所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれ

ない額がある場合は、控除限度額の範囲内で町・県民税(所得割)から控除し
ます。 
 
 
 
 
 
 

令和 6 年度 
 
 
 
 

申告期限は 3 月 15 日です。 

 
町・県民税の申告は、あなたの町・県民税額を正しく算出する基礎となり、所得証明などの諸証明発行にあたって重要なものですの

で、申告書を必ず提出してください。 
なお、令和 6 年 2 月 16 日(金)から 3 月 15 日(金)まで、北方町役場において「町・県民税の申告相談」を実施しますのでご利用くださ

い。（土・日・祝を除く。ただし、2 月 25 日(日)は実施。） 
 

 

 

  

 
1. 令和 6 年１月 1 日現在、北方町に居住し下記に該当する人 
(1) 令和 5 年中（令和 5 年１月 1 日～12 月 31 日）に所得があった人 
(2) 給与所得者で 

ア 勤務先から給与支払報告書が提出されなかった人（日雇、パートなどで働いている人を含む） 
イ 給与所得以外の所得（営業、農業、不動産、利子、配当、譲渡など）があった人 

(注) 所得税では通常、給与所得以外の所得の合計額が 20 万円以下のときは、確定申告の必要はありませんが、町・県民税につ
いては申告しなければなりません 

ウ 雑損控除や医療費控除または寄附金税額控除などの各種控除を受けようとする人 
(3) 公的年金所得者で 

ア 公的年金等にかかる雑所得以外の所得がある人 
(注) 所得税では通常、公的年金の収入が 400 万円以下でかつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が 20 万円以下のとき

は、確定申告の必要はありませんが、町・県民税については申告しなければなりません 
イ 医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、その他「公的年金の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除を受け

ようとする人 
(4) 令和 5 年中所得がない人で、福祉医療費助成を受ける世帯に属する人、国民年金免除の申請を行う人、所得がない旨の証明書の発

行を必要とする人など、他の手続きにおいて必要な人 
2. 国民健康保険税の申告が必要な人(令和 5 年中に所得がなかった人も、申告書の該当する箇所に記入の上、提出してください) 

 
 

 
1. 令和 5 年分所得税の確定申告書を税務署へ提出する人 
2. 給与所得者で、勤務先から給与支払報告書の提出があり、給与所得以外に所得がない人 
3. 公的年金所得者で、公的年金の収入が 400 万円以下であり、公的年金所得以外に所得がない人 
 
 
 
1. 町民税・県民税申告書 
2. マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類及び本人の身元確認書類 
3. 扶養控除対象者などとして申告する人のマイナンバーがわかるもの 
4. 給与所得者は源泉徴収票または支払者の証明書、事業所得者などは収支明細のわかるもの 
5. 所得控除及び税額控除に必要な各種領収書または証明書等 [国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、農業者年金掛金、生

命保険料(一般・個人年金・介護医療）、地震保険料、寄附金などで令和 5 年中に支払った金額等のわかるもの。医療費控除の明細
書またはセルフメディケーション税制の明細書] 
 
 

 
1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 
2. 次のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が 135 万円以下の人・・・障害者、特別障害者、未成年者、ひとり親または寡婦 
3. 前年の合計所得金額が次の金額の人・・・28 万円×（１＋控除対象配偶者＋扶養人数）+10 万円＋16.8 万円（控除対象配偶者または 

扶養親族を有する人のみ）以下の人 
 
 
提出（郵送可）・問い合わせ先 
北方町役場税務課  〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町⾧谷川 1 丁目 1 番地  ☎（058）323-1116 
 

   

合計課税所得金額 控除される金額 

２００万円以下 
（イ）人的控除額の差の合計額 
（ロ）合計課税所得金額 

いずれか少ない金額の５％ 

２００万円超 
{人的控除額の差の合計額−（合計課税所得金額−200 万円）}×５％ 
※ただし、この額が 2,500 円未満の場合は 2,500 円となります。 

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附
金の合計額が総所得金額等の合計額の 30％を超える
場合は当該 30％に相当する金額）が２千円を超える
場合には、その超える金額の町民税は６％、県民税は
４％に相当する金額 
１ 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金 
２ 住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社

の支部に対する寄附金 
３ 所得税法等に規定する寄附金控除の対象のうち、

住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地
の道府県または市町村の条例で定めるもの 

４ 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民
の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道
府県または市町村の条例で定めるもの 
ただし１のうち特例控除対象の寄附金が２千円を

超える場合は、その超える金額に、右表の左欄の区分
に応じて右欄の割合を乗じて得た額の町民税は 3/5、
県民税は 2/5 に相当する金額をさらに加算した金額
（所得割の 20％に相当する金額を超えるときは、そ
の 20％に相当する金額） 

課税総所得金額から人的控除 

差額調整額を控除した金額 
割合 

０円以上  195 万円以下 84.895％ 

195 万円超  330 万円以下 79.79％ 

330 万円超  695 万円以下 69.58％ 

695 万円超  900 万円以下 66.517％ 

900 万円超 1,800 万円以下 56.307％ 

1,800 万円超 4,000 万円以下 49.16％ 

4,000 万円超 44.055％ 

0 円未満（課税山林所得金額及び課

税退職所得金額を有しない場合） 
90％ 

0 円未満（課税山林所得金額及び

課税退職所得金額を有する場合） 

地方税法に 

定める割合 

北 方 町 

町・県民税申告 
兼 国 民 健 康 保 険 税 等 申 告 

申告にあたっては、個人番号（以下「マイナンバー」という）の記載およびそれに伴う本人確認が必要となります。申告書提出の
際には、マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類（通知カードなど）と本人の身元確認書類（運転免許証など）
をお持ちください。 

申告をしなければならない人 

申告をしなくてもよい人 

（ただし、国民健康保険税のみ申告される人は、4 月 15 日です） 

申告に必要なもの 

町・県民税の計算方法 

課
税
総
所
得
金
額 

所

得

控

除

額 

総

所

得

金

額 

町民税税率 
(一律６％) 

町民税 
税額控除前 
所得割額 

税額控除額等 町民税均等割額 
(3,000 円) 

県民税税率 
(一律４％) 

県民税 
税額控除前 
所得割額 

税額控除額等 県民税均等割額 
(2,000 円) 

町・県民税年税額 

○給与所得金額計算表 
給与等の収入金額の合計額 

給与所得の金額（給与所得控除後の給与等の金額） 
以上 未満 

0
円

 551,000
円

 0 円 
551,000 1,619,000 給与等の収入金額の合計額から 550,000 円を控除した金額 

1,619,000 1,620,000 1,069,000 円 
1,620,000 1,622,000 1,070,000 円 
1,622,000 1,624,000 1,072,000 円 
1,624,000 1,628,000 1,074,000 円 
1,628,000 1,800,000 給与等の収入金額の合計額

を「4」で割って千円未満の
端数を切り捨ててくださ
い。（算出金額：A） 

「A×2.4＋100,000 円」で求めた金額 
1,800,000 3,600,000 「A×2.8− 80,000 円」で求めた金額 
3,600,000 6,600,000 「A×3.2−440,000 円」で求めた金額 
6,600,000 8,500,000 「収入金額×90％−1,100,000 円」で求めた金額 

8,500,000 円以上 「収入金額−1,950,000 円」で求めた金額 
◎所得金額調整控除 

次の１または２に該当する場合は、算出した所得金額調整控除の額が、その年分の給与所得の金
額から控除されます。（１、２の両方に該当する場合はそれらの合計額） 
１．子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 

その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える給与所得者で、次のイ、ロ、ハのいずれかに
該当する場合 
イ 本人が特別障害者 
ロ 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者 
ハ 扶養親族が年齢 23 歳未満 
控除額＝｛給与等の収入金額（1,000 万円超の場合は 1,000 万円）−850 万円｝×10％ 
※1 円未満の端数は切り上げ 

 
２．給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除 

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その
合計額が 10 万円を超える場合。 
控除額＝｛給与所得控除後の給与等の金額（10 万円超の場合は 10 万円） 

＋公的年金等に係る雑所得の金額（10 万円超の場合は 10 万円）｝−10 万円 
 
○配当控除 

課税所得金額 

種類 

1,000 万円以下の部分 1,000 万円超の部分 

町民税 県民税 町民税 県民税 

利 益 の 配 当 等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6% 

外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 

外 貨 建 等 証 券 投 資 信 託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15% 
 
○配当割額または株式等譲渡所得割額の控除 

区分 町民税 県民税 

配当割額または株式等譲渡所得割額 3/5 2/5 

 

所得控除の計算 

㉖雑損控除の計算 
A 損害金額 B保険金などの補填金額 C 差引損失額(A−B) D 総所得金額等 

円 円 円 円 
E （D×10％） F （C−E） G C のうち災害関連支出金額 H （G−50,000 円） 

円 円 円 円 
F と H のいずれか多い方の金額を「４所得から差し引かれる金額」の㉒に記入してください。 

⑮生命保険料控除の計算 
＜計算式１＞                     ＜計算式 2＞ 
平成 24 年 1 月 1 日以降に締結した保険契約等(新契約)   平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等(旧契約) 

支払額 控除額の計算式  支払額 控除額の計算式 
～12,000 円 支払額全額  ～15,000 円 支払額全額 

12,001 円～32,000 円 支払額×1/2＋ 6,000 円  15,001 円～40,000 円 支払額×1/2＋ 7,500 円 
32,001 円～56,000 円 支払額×1/4＋14,000 円  40,001 円～70,000 円 支払額×1/4＋17,500 円 
56,001 円～ 限度額 28,000 円  70,001 円～ 限度額 35,000 円  

 支払額の合計 計算式 1・2 に基づき計算した金額  

新 生 命 保 険 料 A      円 
計算式１ 
 イ                  円 

イ＋ロ（限度額 28,000 円） 
 ヘ               円 

旧 生 命 保 険 料 B      円 
計算式２ 
 ロ                  円 

ロかヘのいずれか大きい金額 
 ト               円 

新個人年金保険料 C      円 
計算式１ 
 ハ                  円 

ハ＋ニ（限度額 28,000 円） 
 チ               円 

旧個人年金保険料 D      円 
計算式２ 
 ニ                  円 

ニかチのいずれか大きい金額 
 リ               円 

介 護 医 療 保 険 料 E      円 
計算式１ 
 ホ                  円 

ホ＋ト＋リ（限度額 70,000 円） 
 ⑫               円 

 

㉗医療費控除の計算 
A 支払った医療費 B 保険金などの補填金額 C （Ａ−Ｂ） D 総所得金額等 

円 円 円 円 
 Ｅ （Ｄ×５％） Ｆ10 万円とＥの少ない方の金額  C−F 

 円 円 円 
Ｃ−Ｆの金額を「４所得から差し引かれる金額」の㉓に記入してください。 

 
※特例（セルフメディケーション税制） 

あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行い、あなたやあなたと生計を一にす
る配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に控除されます。 

セルフメディケーション税制を選択する場合は次の金額となります 
【支払った特定一般用医薬品等購入費の額−保険金などで補填される金額−12,000 円】 

⑯地震保険料控除の計算 
A 支払った旧⾧期損害保険料(年間) B 支払った地震保険料(年間) 

 
円   

 
円    

Ａの金額 Ｃ控除額 Ｂの金額 Ｄ控除額 

～5,000 円 Ａの金額 
               円 ～50,000 円  

Ｂ×1/2 
                円 

5,001 円～15,000 円 Ａ×1/2＋2,500 円 
                円 50,001 円～ 一律 25,000 円 

15,001 円～ 一律 10,000 円 Ｃ＋Ｄ 
限度額 25,000 円 
                円 

Ｃ＋Ｄの金額を「４所得から差し引かれる金額」の⑬に記入してください。 

−１− −４− 

の手引 

非課税者 

森林環境税 
(1,000 円) 



３所得から差し引かれる金額に関する事項  ４所得から差し引かれる金額 

「3」の欄を記入後、「4」の欄を記入してください。(⑮⑯㉖㉗は４ページの[所得控除の計算]で計算してください。) 

⑬ 社 会 保 険 料 控 除 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき健康保険・国民年金・厚生
年金・介護保険料などを支払った場合にその支払った額が控除されます。生計を一にする配偶
者とその他の親族が受け取る公的年金等から直接差し引かれる介護保険料、後期高齢者医療保
険料等は、あなたの控除にはなりません。 

⑭ 小 規 模 企 業 共 済 
等 掛 金 控 除 

小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく掛金または心身障害者扶養共済の
掛金などを支払った場合にその支払った額が控除されます。 

⑮ 生 命 保 険 料 控 除 あなたやあなたの配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料や個人年金保険料・介護医療
保険料を支払った場合に控除されます。 

⑯ 地 震 保 険 料 控 除 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋・家財などを保険の
目的とした地震保険・損害保険など、または傷害、医療費の支払いを保険の目的とした損害保
険契約などの保険料または掛金を支払った場合に控除されます。 
（1）地 震 保 険  地震等により被った損害部分に対して保険金等が支払われる保険 
（2）旧⾧期損害保険  満期返戻金があり保険期間または共済期間が 10 年以上の保険 

⑰ 寡 婦 控 除 

あなたが夫と離婚した後再婚していない人で、扶養親族がある人、前年中の合
計所得金額が 500 万円以下の人かつ事実上婚姻関係と同様の事情にあると認め
られる人がいない人にすべて該当する場合に控除されます。 26 万円 
あなたが夫と死別した後再婚していないまたは夫が生死不明などの人で、前年
中の合計所得金額が 500 万円以下の人かつ事実上婚姻関係と同様の事情にある
と認められる人がいない人に該当する場合に控除されます。 

⑱ ひ と り 親 控 除 

あなたが現に婚姻していない人、あるいは配偶者が生死不明の人で、前年中の
合計所得金額が 500 万円以下であり、総所得金額が 48 万円以下の生計を一にす
る子のある人、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人
にすべて該当する場合に控除されます。 

30 万円 

⑲ 勤 労 学 生 控 除 
あなたが前年中の合計所得金額が 75 万円以下で、うち給与所得など以外の自己
の勤労によらない所得が 10 万円以下の勤労学生の場合に控除されます。 
☆在学証明書を添付または提示してください。 

26 万円 

⑳ 障 害 者 控 除 

あなたやあなたの同一生計配偶者または扶養親族が身体障害者手帳等の交付を受けている人、
及び「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている人に該当する場合に控除されます。 

障 害 者 身体障害者手帳３～６級、療育手帳 B、精神障害者保健福祉手帳
２・３級程度など 26 万円 

特別障害者 身体障害者手帳１・２級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳
１級程度など 30 万円 

同 居 特 別 
障 害 者 

特別障害者で、あなたやあなたの配偶者、またはあなたと生計を
一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人 53 万円 

㉑ 
㉒ 

配 偶 者 控 除 ・ 
配偶者特別控除・ 
同 一 生 計 配 偶 者 

あなたの前年中の合計所得金額が 1,000 万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者（他の所
得者の扶養親族とされる人、事業専従者を除く）の所得が 48 万円以下の場合は配偶者控除
を、配偶者の所得が 48 万円超 133 万円以下の場合は配偶者特別控除を受けることができま
す。前年の途中で死亡した人も含まれます。内縁関係は含まれません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、あなたの前年中の合計所得金額が 1,000 万円を超えていて、あなたと生計を一にする配
偶者(他の所得者の扶養親族とされる人、事業専従者を除く)(年の途中で死亡した人を含む)
（内縁関係は含まれない)の所得が 48 万円以下の場合は、控除対象ではありませんが、町・県
民税の算定に必要ですので、扶養している場合は氏名等を記入の上同一生計配偶者欄にチェッ
クを入れてください。 

㉓ 
扶 養 控 除 

あなたと生計を一にする親族（他の所得者の扶養親族とされる人、事業専従者を除く）の所得
が 48 万円以下の場合は次の区分により扶養控除を受けることができます。前年の途中で死亡
および出生した人も含まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
・一般の控除対象扶養親族…16 歳以上の人(平成 20 年 1 月 1 日以前に生まれた人) 
・特定扶養親族…19 歳以上 23 歳未満の人(平成 13 年 1 月 2 日以後平成 17 年 1 月 1 日以前に生まれた人) 
・老人扶養親族…70 歳以上の人(昭和 29 年 1 月 1 日以前に生まれた人) 
・同居老親等…老人扶養親族のうちあなたやあなたの配偶者の直系尊属で、かつあなたやあなたの配偶者との同居を常況としている人 

1 6 歳 未 満 の 
扶 養 親 族 

平成 20 年 1 月 2 日以後に生まれた扶養親族です。控除対象ではありませんが、町・県民税の
算定に必要ですので、扶養している場合は必ず記入してください。 

 

  

 

《記入例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無職、学生などの人は、申告書裏面の上部該当欄に記入してください。 

 

５分離課税所得 
土地建物等の譲渡所得のある人、株式等の譲渡所得・配当所得について分離課税方
式を選択される人は、記入の上収入金額や必要経費などのわかる書類（明細書な
ど）を添付してください。 

１収入金額等   ２所得金額 

所得金額＝収入金額−必要経費・特別控除など 

○ア  ① 営 業 等 

販売・飲食・製造・修理・サービス業・外交員・大工などの営業から生ずる
所得や、作家などの自由職業の事業から生ずる所得です。必要経費は商品の
原価・租税公課・雇人費・地代家賃・減価償却費などです。 
収入金額や必要経費などを申告書裏面の「7 営業所得等計算」に記入してく
ださい。 

○イ  ② 農 業 農作物の生産、果樹の栽培または家畜類の飼育などから生ずる所得です。 
収入金額や必要経費などを申告書裏面の「8 農業所得計算」に記入してください。 

○ウ  ③ 不 動 産 

地代・家賃・賃貸料のような不動産などの貸付から生ずる所得です。必要経
費は損害保険料・修繕費・租税公課・減価償却費・借入金利子などです。 
収入金額や必要経費などを申告書裏面の「10 不動産所得の収入状況」に記
入してください。      

○エ  ④ 利 子 公社債および預貯金の利子などの所得です。 

○オ  ⑤ 配 当 

株式会社などの法人から受ける利益の配当、余剰金の分配などによる所得で
す。なお、一定の上場株式などの配当は、県民税として源泉徴収されますの
で、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は所得割
で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。 
配当の種類などは、申告書裏面の「11 配当所得に関する事項」に記入して
ください。 
※上場株式の配当等で、所得税において総合課税又は申告分離課税を選択し
住民税においては申告しない「申告不要制度」は令和 5 年度（令和 4 年分）
で廃止となりました。令和６年度（令和５年分）以降は所得税と住民税の申
告を一致させる必要があります。 

○カ  ⑥ 給 与 

給与、賃金、賞与などの所得をいい、パート、アルバイトによる収入を含み
ます。源泉徴収票のない人は、収入の内訳などを申告書裏面の「9 給与所得
の内訳」に記入してください。所得金額については裏面の「給与所得金額計
算表」で求めてください。（所得金額調整控除後の金額） 

○キ  ⑦ 
雑 

(公的年金 
   等) 

国民年金、厚生年金、各種共済年金、恩給などの公的年金の所得です。公的
年金などにかかる所得の計算は次のとおりです。 

○ク  ⑧ 
雑 

（ 業 務 ） 

ネットオークションなどを利用した個人取引、食料品の配達、著述家以外の
人の原稿料や印税、講演料など、副業に係る収入のうち営利を目的とした継
続的なものの所得です。 
収入金額や必要経費などを申告書裏面の「13 雑所得(公的年金等以外)に関
する事項」に記入してください。 

○ケ  ⑨ 
雑 

（その他) 

生命保険の年金など、他のいずれにもあてはまらない所得です。 
収入金額や必要経費などを申告書裏面の「13 雑所得(公的年金等以外)に関
する事項」に記入してください。 

○コ  

○サ  
⑪ 

総 合 

課 税 の 

譲 渡 

土地建物以外の機械・器具、ゴルフ会員権、金地金などの資産の譲渡による
所得です。特別控除は最高 50 万円です。 
短期 取得の日以後 5 年以内の譲渡 
⾧期 取得の日以後５年超の譲渡(総所得金額に算入するのは 1/2 の額です) 
収入金額や必要経費などを申告書裏面の「12 総合譲渡・一時所得の所得金
額に関する事項」に記入してください。 

○シ  一 時 

賞金、懸賞当せん金、払戻金、生命保険契約などの一時金などの所得です。
特別控除は最高 50 万円です。総所得金額に算入するのは 1/2 の額です。 
収入金額や必要経費などを申告書裏面の「12 総合譲渡・一時所得の所得金
額に関する事項」に記入してください。 

6 寄附金に関する事項 
対象となる寄附を行った場合は税額控除を受けることができますので、該当欄に寄附額を記
入してください。なお、対象となる寄附金や控除される税額は裏面の「寄附金税額控除」の
欄を参照してください。 
☆寄附金の受領証など、寄附金税額控除のための書類を添付してください。 

 

専従者控除 

あなたと生計を一にする配偶者や 15 歳以上の親族で、その事業に 6 ヶ月を超
える期間もっぱら従事している人がいる場合に控除されます。 
控除額は次のうちいずれか少ないほうの金額 
(1)50 万円(配偶者である場合は 86 万円) 
(2)事業にかかる所得金額÷(専従事業者＋1) 

 
※給与所得者で給与及び年金以外の所得がある場合に、給与及び年金以外の所得分に対する町・
県民税を給与から天引きする（特別徴収）か、自分で納付する（普通徴収）かを選択できますの
で、申告書右下の希望する納税方法に○印をつけてください。 

㉔ 基 礎 控 除 

あなたの前年中の合計所得金額が 2,500 万円以下の場合は基礎控
除を受けることができます。 

あなたの合計所得金額 控除額 
2,400 万円以下 43 万円 

2,400 万円超 2,450 万円以下 29 万円 
2,450 万円超 2,500 万円以下 15 万円 

 

㉖ 雑 損 控 除 あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額等が 48

万円以下の人)が災害や盗難、横領などにあった場合に控除されます。 

㉗ 医 療 費 控 除 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために医
療費を支払った場合に控除されます。（最高 200 万円） 
セルフメディケーション税制を選択する場合は区分欄に「1」を記
入してください。（最高 8 万 8 千円） 
☆医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細
書を作成して添付してください。 

受給者 
年齢 収入金額○キ 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 

1,000 万円以下 1,000 万円超 
2,000 万円以下 2,000 万円超 

65 歳未満 
(昭和 34
年 1 月 2
日以後に
生まれた
人) 

 40 万円以下 
0 円 0 円 0 円 

40 万円超  50 万円以下 
○キ    −    400,000 円  50 万円超  60 万円以下 ○キ    −    500,000 円 

60 万円超 130 万円以下 ○キ    −    600,000 円 
130万円超  410 万円以下 ○キ×75% − 275,000 円 ○キ×75% − 175,000 円 ○キ×75% − 75,000 円 
410万円超  770 万円以下 ○キ×85% − 685,000 円 ○キ×85% − 585,000 円 ○キ×85% −485,000 円 
770 万円超 1,000 万円以下 ○キ×95％−1,455,000 円 ○キ×95％−1,355,000 円 ○キ×95％−1,255,000 円 

1,000 万円超 ○キ   −   1,955,000 円 ○キ   −   1,855,000 円 ○キ   −   1,755,000 円 

65 歳以上 
(昭和 34
年 1 月 1
日以前に
生まれた
人) 

90 万円以下 
0 円 

0 円 0 円 
90 万円超  100 万円以下 

○キ   −   900,000 円 100 万円超  110 万円以下 ○キ  −  1,000,000 円 110 万円超  330 万円以下 ○キ  −  1,100,000 円 
330 万円超  410 万円以下 ○キ×75% − 275,000 円 ○キ×75% −175,000 円 ○キ×75% − 75,000 円 
410 万円超  770 万円以下 ○キ×85% − 685,000 円 ○キ×85% −585,000 円 ○キ×85% −485,000 円 
770 万円超 1,000 万円以下 ○キ×95％−1,455,000 円 ○キ×95％−1,355,000 円 ○キ×95％−1,255,000 円 

1,000 万円超 ○キ   −   1,955,000 円 ○キ   −   1,855,000 円 ○キ   −   1,755,000 円 

 

あなたの合計所得金額 900 万円以下 900 万円超 
950 万円以下 

950 万円超 
1,000 万円以下 

 控 除 額 
配 偶 者 
控 除 

一般 33 万円 22 万円 11 万円 
老人※70 歳以上(S29.1.1 以前に生まれた人) 38 万円 26 万円 13 万円 

配
偶
者
特
別
控
除 

配偶者の合計所得金額 控 除 額 
48 万円超 100 万円以下 33 万円 22 万円 11 万円 

100 万円超 105 万円以下 31 万円 21 万円 11 万円 
105 万円超 110 万円以下 26 万円 18 万円 9 万円 
110 万円超 115 万円以下 21 万円 14 万円 7 万円 
115 万円超 120 万円以下 16 万円 11 万円 6 万円 
120 万円超 125 万円以下 11 万円 8 万円 4 万円 
125 万円超 130 万円以下 6 万円 4 万円 2 万円 
130 万円超 133 万円以下 3 万円 2 万円 1 万円 

 

−２− −３− 
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区分 控除額 
(a)一般の控除対象扶養親族 33 万円 
(b)特定扶養親族 45 万円 
(c)老人扶養親族 同居老親等 45 万円 

同居老親等以外 38 万円 

 

 

４ 

6 

代筆者       

住所、氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日、電話番号などを記入して
ください。 

身体‣精神‣療育 

身体‣精神‣療育 

20 

十
五 

十
五 

13・3・10 

11・1・9 

25・5・2 
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